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1ーはじめに

司法制度改革の一環として平成21年5月にスタートした裁判員制度は， I法や司法制度

は，本来，法律の専門家のみならず国民全体で支えられるべきものJ(法教育研究会2004，

3頁)であるとし寸理念の下，国民の司法参加を強力に促すことで，司法権力に対する国

民の監視機能を強化することとなったO こうした動きは，わが国の市民社会が成熟しつつ

あることを示す兆候とも考えられるが，他方でこの流れは，国民自らが司法に対して能動

的に参加するという心構え，法についての基礎的な知識，さらlζは，そのための技能の習

得を要請するものである。これらの要請は，その帰結として，朝交教育及び社会教育の場

において法的能力を養うための教育，すなわち，法教育の導入を推進することとなったO

特に，勃交教育では法的知識の習得のみならず.それらを活用して問題を解決する思考力・

判断力・表現力を高めるための教育が強く求められ，平成 20年に文部科学省により告示

された新学習指導要領においても，そうした傾向は明らかである。

しかし，従来から学校教育の現場で行われてきた法に関する学習では，法的知識の習得

に力点が置かれる一方で，それらを活用して問題解決を図るための判断力や，法の意義を

理解するための思考力を養うための学習が十分には行われてこなかったのも事実で、あるO

こうした実態の改善に向けて，自由で公正な社会の運営に必要な資質や能力を養い，法を

主体的に利用することのできる力を育むためには，思考型，社会参加型の学習を判交教育

の現場に大胆に導入することが求められる。

本研究は，これらの課題を解決すべく，法教育の理念にもとづく判交教育の刷新を企図

するものである。具体的には，中学校社会科公民的分野における憲法学習の領域について

従来の知識習得型の学習と法教育による思考型の学習とを機能的に組み合わせた学習フ。ロ

グラムを提示し，このプログラムにもとづく授業の実践的有効性を確認する(1)。

(。憲法学習の領域を研究対象とした理由は次の三f主である。第一に，従来から憲法学習は知識習得に偏ってしもと

の批判が多く，判断力・思考力・表現力を養うための学習理論¢研究が不可欠とされてきた。第二に，公開甘分

野においては，憲法学習が法に関する学習の中でも最も大きな比重を占めており，まとまった授業時間数が当て

られてしも第三に，この学習領域は藷主教育の最終開皆である中学校三年生てす及われるものであり，義務教育

終了までに習得されるべき法的要素を示すものとして重要であると考えられる。
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2. 中学校社会科公民的分野における憲法学習の現状と課題

2.1 憲法学習の現状ー「知識」偏重の問題

中学校社会科公民的分野の憲法学習について，まず指摘されるべき問題点は知識偏重の

傾向である。このことは教科書の文面や構成を一瞥するだけでも明らかである。学習指導

要領が憲法の「仕組み」や「考え方Jを重視しているのに対して，教科書では多くの用語

が太字で強調され，暗黙の内に，その用語を覚えることが憲法学習の中心であるとの共通

理解が生じる構造になっている。その結果，教師自身も重要語句を覚えさせることが授業

の目的であるかのように考えてしまう傾向がある。

確かに，教科書の一部の単元には生徒の主体的な思考を促す耕オも採り入れられている

が，多くの単元ではそうした耕寸が準備されていない。また，憲法の仕草且みや考え方を深

めるための耕寸が示されていても，教師が憲法についての十分な知識を有していなければ

適切に活用できないものや，配当時聞が少ないために授業で実際に扱うことが困難なもの

もあり，教科書の耕オが効果的に授業に活かされているとは言い難い。

さらに，中学校の憲法学習が知識偏重となる理由として，高校入試の設問形式を挙げる

ことができる。以下に示す平成20年度長野県公立高校学力検査問題はその一例である。

[ノートト・・日本国憲法では， rQ;コな崩邸躍に生活を営む樹IjJ(第25知である生碑

を含む社会権利耕産されており，それに基づいて日本広社会倒輔肢が整えられている。

①ノート中の巨コに当てはまる適切な制服のアサから 1つ選び，記号待きなさし九

〔ア健康で豊か イ文帥て安心 ウ射で文化的「

エ健康て千文化的 オ健康で安心 カ豊かで安心 J

(長野県教育委員会2008，6頁)

②仁司法相会で制定されたのは，日本国憲法に「国会は，唯の仁日機関である。」と定め

られてし引、らである。口口に当てはまる適切な言問を，漢字2字で書きなさい。

(長野県教育委員会2008，7頁)

このように，平成 20年度の学力検査問題では公民的分野での憲法に関する設問が2問

あり，どちらも条文や用語の暗記による知識を問うタイフ。の問題で、あったO こうした出題

がなされる限りにおいて，入試を目前に控えた中学三年生の憲法の授業が知識偏重となる

ことは必掠ミであり，教師が思考力を養うための授業を軽視することはやむを得ない。

知識偏重の傾向は，憲法に関する記述式問題の無回答率が高く，正答率が低し、ことにも

現れている。平成 13年度の小中学校教育課程実施状況調査報告書では，無回答率が高い

問題として次のような設聞が挙げられている。
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6 次の資料は，太郎君が日本国憲法の基本原則jについて調べてまとめたものです。これを見て，下の(1)

~ (6) までの各聞いに答えなさい。

(3)資料中の下線部喧湾庁しい人権の主張に関連して，最近，次のようft:k学合格者の氏名を非公表と

する大学が増えたことを伝える新聞記事の見出しが見られるようになりまし九このような見出し

が見られるようになった理由を，新しいん権として主張されている権利の名称を一つあげながら，

書きなさしL 増える「大学合格者氏名I非公表 | 

(国立教育政策研現現職育課程研究センター2003，142頁)

この間題は， I増える『大学合格者氏名』非公表j とし、う新聞の見出しをフ。ライパシー権

と関連させて解答させるものである。この問題の正答率は41.4%で、あったが，無回答率が

37.0%と出題者側の意図する結果よりも高くなったことが報告されている。

7 花子さんたちは修学旅行で東京に行き，し、ろいろな省庁の庁舎や国会などを見てまわりました。次の

資料はそのときのメモです。との資料を読んで，下の(1l ~(4) までの各聞いに答えなさし L

(4)資料中の下線部@遺童蓋主Ijfflに関連して，最高裁判所は「憲法の番人」とよlなlることがあります。

なぜこのようによ時もるのか，その理由を書きなさい。

(国立教育政策研究所教育課程研究センター2003，143頁)

この間題は憲法の番人jとし寸言葉と，最高裁判所が法令について憲法違反か否かを

最終的に判断する機関である，ということとを関連させて解答する問題である。この問題

の通過率は38.4%であり，設定通過率(2)50%を大きく下回っている。また無回答率も 30.3%

とかなり高い結果になっている。

これらの結果が示す通り，憲法にかかわる記述式問題の無回答率は，一般に高し、傾向を

示している。この事実は， 日頃の授業で憲法の仕出且みや考え方について、深く理解するため

の学習がほとんど行われていないことの証左である。用語を中心とする知識のみを覚えて

きた生徒たちにとっては，その知識の成立過程や憲法全体の中での位置づけ，さらには，

日常生活と憲法とのかかわりについて自らの知識を活用しながら記述し説明することは極

めて困難であると考えられる。しかしながら，中学三年生に対して相当な時間を費やして

行われる憲法学習が，憲法の意義やその基本思念について深く学ぶための学習として構成

されていないのであれば，知識偏重に傾く憲法学習の在り方そのものを抜本的に改めるた

めの方策がとられなければならない。

(砂設定通過率とは，学習指導要領に示された内容につし、て，標軸ワな時間をかけ，学習指導要領作成時に想定され

た学習活動が行われた場合，正答率，準正答率の合計である通過率がどの程度になると考えられるかとし、うことを

示した数値である。
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2.2 憲法学習の課題ー「知識」を活かすための学習

わが国では以前から憲法条文の解説や暗記に終始する憲法条文中心主義教育が行われて

おり，憲法の中身が歴史的・社会的事実や私たちの生活から切り離されて教えられてきた。

憲法学習における知識偏重の傾向は，こうした条文中心主義教育に由来するものであると

考えられる。近年では，こうした学習方法への批判(:句通ら条文中心主義教育は徐々に改善

されつつあると言われるが， Iそれでも授業作りの発想として，憲法条文への過度な依存は

払拭されていなしリ(吉田俊彦2008，12頁)というのが現状である。

それでは，知識の習得に傾き過ぎた憲法学習を立て直し，知識を活かすための憲法学習

を構築するためには，し、かなる方策が採られるべきなので、あろうか。ここで参照すべきは

条文中心主義教育が看過してきた二つの視点，すなわち，歴史的・社会的事実と憲法との

関係，及び，日常生活と憲法との関係という三つの「関係Jにもとづく視点である。

前者の関係については，日本国憲法に限らず，広く近代憲法の成立過程について歴史的

事実とのかかわりから理解させることが重要である。例えば，立憲主義とし、う言葉を暗記

しても，その意味と意義について歴史的経緯を踏まえた理解がなされていなければ，憲法

に関するあらゆる知識を適切に活用することはできない。また，既に成立している憲法で

あっても，その解釈や適用は社会的事実との関係によって日々変化しており，改正を経験

したことのない日本国憲法ですら，その解釈・適用によって導かれる裁判所の判断は変化

を続けている。つまり，憲法は暗記すべき知識の羅列ではなく，現在の問題に対する解決

を模索して思考し，判断するための生きた知識として捉えられなければならないのである。

後者の関係については，次のような率直な指摘がなされている。「日本国憲法は，子ども・

若者にとって身近なものとなっていない。彼らは憲法は堅苦しいもの，覚えるのが面倒な

もの，なぜ学ぶかよくわからないもの・・・といった印象を持っているJ(久保田貢2008，

25頁)。確かに，これまで、の憲法学習では，憲法が私たちの日常と深く結び付いており，

憲法によって日々の生活が豊かなものになっているという，経験的な次元での憲法の意義

について積極的に教えてはこなかったO 日常生活から切り離された知識としての憲法は，

結果的に，難しいものとして忌み嫌われ，遠ざけられることとなったので、ある。この問題

を克服するには，生徒たちの身近な関心事と憲法とが関係し合う事例を授業に取り込み，

当該事例について考え，判断する過程を通じて生徒に憲法の意義を理解させる必要がある。

これら二つの視点、を意識的に憲法学習に採り入れることで，単なる知識の暗記ではなく，

知識の活用による憲法の意義や憲法的価値のより深い理解が導かれることになる。そして，

これまで、の議論から，知識偏重の傾向を改善するための方策として挙げられるのは，憲法

の知識を問題解決のための思考や判断の場面と結び付けて，生徒自身がその知識を活用し

得る授業を憲法学習の中に組み込むというものである。こうした授業の実践こそが，今後

の憲法学習に課せられた課題に他ならない。

ω憲法条文中心主義教育への批判として，播廟言義「憲法条文中心主義的教育方法への疑問JW生活教育Jl474号，
1988年を参照。
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3.法教育に見る「憲法の意義」の学習ーその特徴と問題点

近年わが国で、も推進されつつある法教育は，従来の憲法学習が抱える課題を先取りする

かたちで憲法の意義」を面見する思考型，社会参加型の学習を学校教育に導入するよう

求めている。そこで本節では，法教育によって提唱される「憲法の意義jの学習について

その主たる鞘教を明らかにしたうえで，そこに含まれる問題点を指摘し憲法の意義」の

学習が克服すべき課題を提示する。

3. 1 r憲法の意義」の学習の主な特徴

(1)思考型の学習である

第一に挙げられるのは「思考型」という法教育封到こ当てはまる特徴である。本稿冒頭

で述べたように，法教育は単に法律の条文や制度を覚える知識習得型の教育ではなく，法

やルールの背景にある価値観やその機能，あるいは意義を考える思考型の教育として提唱

されている。こうした特徴は，法教育の実践例すべてに見出されるものである。

例えば，授業例「求人広告，何か変?一男女平等と法 J (江口勇治・渥美久雄編2008，

46・47頁)では，求人広告を見て，男女のどちらかを不利に扱ったり，優遇している部分

はないか，その理由はどのようなものか，という聞いに対して生徒一人ひとりが思考する

ことで授業が展開される構造になっている。さらに，生徒が自ら考えた結論とその理由と

を各々発表し合い，クラスで議論することを通して「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」

としづ憲法の基本的な現念とその意義について理解を深める内容となっている。

(2)判断力と表現力を高める学習である

第三の特徴は判断力と表現力を高める工夫である。法教育は法的な思考力を高めるだけ

でなく，法的な判断力や表現力を高めることも重視しており，授業例にもそうした部分を

意識したものが多く見られる。授業例「みんなのことは誰が決める?一民主主義と法・

多数決 -J (江口勇治・渥美久t齢福2008，20・21頁)では，公的領域については「みんな

で決めるべきことJ，私的領域については「みんなで決めるべきで、はないこと」とし寸基準

を示したうえで，この基準にもとづいて公的領域と私的領域との区分を生徒に判断させて

いる。公的領域に属する問題については民主主義・多数決にもとづいてクラス全体・国民

全体で決定するべきであるとし寸知識を得ても，その知識をもとに実際の問題について判

断することができなければ，法教育の目標が達成されたとは言えない。したがって，授業

を通じた実践的な判断力の養成も法教育の特徴として挙げられなければならない。

さらに，すべての授業例で憲法の基本的な考え方や自己の判断理由などを記述させると

いう問題が設定されており，各生徒が記述した内容についてクラスで、話し合ったり，言指命

させるとしづ課題が設けられている授業例も多い。こうした設問や課題は，自らが導いた

結論や判断の理由を適切な言葉や文章によって表現する力を養うためのものである。前節

で記述式問題の無回答率が高いとし、う従来の憲法学習の問題点を指摘したが，憲法の意義

の学習で示される授業例はそうした問題への有効な対処策であると考えられる。
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(3)身近な事例を用いた学習である

第三の特徴は生徒にとって極めて身近な事例を授業の題材としていることである。前掲

の授業例「みんなのことは誰が決める?一民主主義と法・多数決 一」では，遠足や文化

祭など，生徒にとって身近で，情景を思い浮かべ易い事例を題材としている。また，前掲

の授業例「求人広告，何か変? 男女平等と法一」では，日頃から目にすることの多い

求人広告を問題資料として提示している。これは，憲法を日常生活と結び付けられないと

いう，これまでの憲法学習に見られた問題点を克服するための工夫である。

確かに，中学生が憲法を自分たちにとって身近なものと して意識する機会はほぼ皆無で

ある。しかし，この授業例のように， 生徒の日常生活の中で生じ得る事例をもとに憲法の

意義や考え方を学ぶことで，憲法が私たちの日常生活と深く結び付いているということに

気付かせることは可能であろう。 そして，さ らに理解が進めば，憲法があることで私たち

の生活が守られ， 豊かになっているという事実を憲法の価値や意義として生徒に深く理解

させることができる。当然ながら，日常生活との結び付きから得られた深い理解が憲法に

ついての知識の定着度を高めることにもなるはずである。

(4)憲法の意義や価値の理解を目指す学習である

第四の特徴は，条文の暗記などではなく，憲法の意義や価値を理解させる学習であると

いう点である。授業例「憲法の意義J(法教育研究会 2005，98・111頁)では，単元目標と

して「日本国憲法の基本的な考え方や政治の出且みに対する関心を高め，それを意欲的に

追究させるJ，I民主主義と立憲主義とし、う現代の民主政治の基本概念を，身近で具体的な

例をもとに考えさせ，基本的人権の尊重と政治の仕組みを主な内容としている憲法の意義

を理解させるj と掲げられているように，憲法の意義や価値についての深い理解を目指し

ている。また，授業例「憲法は 「守るjではなく「守らせるJ? J (江口勇治 ・渥美久雄編

2008， 24・25頁)は，憲法は国民が守るものではなく，国の政治に携わる公務員や政府に

守らせるものであるという，立憲主義の鍵となる考え方を生徒に理解させるための樹オで

ある。

以上に示した四つの何故からも分かるように 憲法の意義」の学習は，法教育が目指す

思考力や判断力を育てることで，生徒たちが法を主体的に利用できる資質や能力を高める

内容となっている。また日常生活に密着した題材を用いることで，実際の社会生活と憲法

との結び付きを経験的に理解し，憲法の意義やその機能という難しいテーマを平易に学習

できるよう工夫されている。

3.2問題点と課題

法教育における 「憲法の意義Jの学習には， 従来の憲法学習が抱える問題点を克服する

ための様々な工夫が取り込まれており，それらがこの「憲法の意義」の学習の主たる鞘敷

を構成していると言う こともできる。それゆえ「憲法の意義Jの学習に，今後展開される

べき新たな憲法学習の姿を重ね見ることも可能であろう。 しかし，この新たな憲法学習に

も問題点が含まれており，それらは克服されるべき熟喧と して示されなければならない。
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(1)知識と思考のバランス

第一の問題点は， I憲法の意義」の学習において，生徒が憲法についての知識を習得する

場面や機会が考察の対象から外されているという点である。法教育は，思考型・社会参加

型としづ特徴を有しており，生徒が主体的に考える場面を中心に学習が展開される。こう

した授業は，習得した知識の活用を通じて知識の定着を図るとしサ意味では優れているが，

他方で，生徒が主体的な思考を行うにはその思考のもととなる知識の習得が不可欠である。

確かに，中学生は小学校6年生の段階で一定程度の憲法に関する知識を習得していると

考えられるが，それが中学校社会科公民的分野で、習得すべき知識レベルに達しているとは

考えられず，当然ながら，憲法に関する新たな知識の習得が「憲法の意義」の学習の前提

とされなければならない。自由権や社会権に関する基本的な条文についての知識，あるい

は民主主義，国民主権，法の支配などに関する基礎的な理解がそれに当たる。そのため，

思考型の学習を行う前段階として，それらの思考の基となる知識を習得するための時間を

設けなければならないはずである。しかし，法教育の授業例においては，そのような時聞

が設けられていなし、。この問題は，知識習得に偏っていた従来型の憲法学習への反省から

法教育が「思考」偏重の学習へと極端なかたちで行き過ぎてしまった結果と考えられる。

しかし，一定f1lU支の知識を前提としない思考型・参加型の学習はいわゆる「這い回る経験

主義」という言葉が示すとおり，生徒の{f，I~験のみに依拠した発展性のない授業として展開

される危険性が高い。知識を定着させ，さらに上位の知識習得へと生徒たちを向かわせる

には，自らの経験や体験を統合的に把握するための基本的な知識が必要となる。その意味

でも，従来の憲法学習を全面的に否定するのではなく，知識と思考のバランスやその順序・

配列に注意した授業構成が検討されるべきで、ある。

(2)単発的な授業実践

第二の問題点は，授業の実践例が単発的な構成をとっており，継続性や連続性が見られ

ないという点である。法教育は独立の授業科目として設けられたものではないため，普段

の授業の合間に不定期で行われる特別な授業として準備されることが多く，イベント的な

要素が強い。そのため，現在著書等のかたちで発表されている授業実践例はそのほとんど

が単発的構成を採っている。しかし，憲法の意義や価値についてより深し、理解を得ようと

するならば，単発ではなく，制部音性・連続性を維持した授業を展開するのが望ましい(1)。

法教育の授業実践が単発的な構成をとる理由としては，思考型の授業を行うための授業

時数が確保されていなし、ことなどを挙げることができるが，より根本的な理由は，教師を

含む教育関係者がし、まだに知識習得型の授業を重視し，思考型の授業が持つ有効性を理解

していないことにある。それゆえ，試験問題を含むすべての面において，思考型の学習を

調麟売的・連続的に行うための抜本的な改革がなされなければならない。

ωf去教育の高齢¥1f::性・連続性を昌見する研究として，岡村ゆかり・関 良徳「法教育における「積み重ね」授業プロ

セスの理論J~.信州大学教育学部研究論集』第2号， 2010年を参眠



68 岡部・関

4 新しい憲法学習プログラム

従来の憲法学習と法教育における「憲法の意義Jの学習の主な特徴について，これまで

検討を進めてきたが，その結果として，各々の学習には今後も維持すべき優れた点と改善

を要する問題点とが含まれていることが明らかとなったO そこで、本節では，双方の優れた

特徴によって両者の問題点、明果題を補し、合うことのできる憲法学習理論を提示し，新しし、

憲法学習フOログラムを作成する。

4.1新しい憲法学習理論

新しい憲法学習の理論として，ここでは，従来型の憲法学習に見られる知識習得型と法

教育に見られる思考型とを相補的に組み合わせ，次の四つのプロセスから成る課題解決型

学習の授業展開を提案する(図1)。

次の単元へ

t 町

υ喧課題テーマを設定し

図1新しい憲法学習理命の四つのフ。ロセス

(1)基礎的知識を示し問題意識を喚起する

法教育が爵見する思考型の学習はその前提として，基礎的知識の習得が不可欠である。

例えば，授業例「求人広告，何か変? 男女平等と法 jであれば，平等権の考え方の

基礎となる「法の下の平等J(14条)や「両性の本質的平等J(24条)とし、う用語とその

意味を知らなければならない。これらの条文が有する意義のより深い理解は，最終段階で

なされれば良いが，少なくとも思考や判断の手掛かりとして，これらの用語や概念が必要

となる。そして，これらの知識を提示する場面で歴史的・社会的事実との関係を踏まえた

説明を行い，生徒たちに問題意識を喚起する。ここまでが最初の段階である。

しかし，実際の授業では，配当時間内に図 1の①から④まで、のフ。ロセスを終わらせなけ

ればならない。そのため，基礎的知識の習得段階である①は，学校で行う授業の前の家庭

学習において済ませておくことが望ましい。授業時間は多くの仲間と意見交換できる貴重

な時間であるから，③のような班やクラス全体での議論を中心とすべきであり，一人でも

できる基礎知識の習得は家庭学習用の教材を開発することで対応する必要がある。
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(2)課題テーマについて生徒自身の考えをまとめさせる

家庭学習において習得した基礎的知識を活用し，与えられた課題テーマについて自らの

考えをまとめる。ここまでが，図 1に示した第二段階である。前述の授業例で言えば，求

人広告に男女いずれかを不利に扱ったり，優遇している部分はないか，またそう考える理

由は何なのか， 生徒一人ひとりが思考し， 自らの意見を他の生徒にも理解し得るかたちで

まとめる。こうして第一段階で習得した基礎的知識を課題解決のために活用することで，

生徒の思考力や判断力を高めることができるはずである。また， 一度インプットした知識

を思考の過程でアウトプットすることにより，基礎的知識の定着が{息されることになると

考えられる。なお，ここで設定される課題テーマは，生徒にとって身近な憲法上の問題で、

なければならない。

(3)班，あるいは，クラス全体で議論させる

第三段階は， それぞれの生徒が課題について自らの意見をまとめた後に， 各班または，

クラス全体で意見を発表し合い，議論を行う。ここでは，自分自身が求人広告のどの部分

を不平等であると考えたのか，また，その理由は何なのか，他の生徒に分かるように報告

する。課題解決型の授業では，発表，ディスカッション，ディベー ト等を取り入れること

により，表現力を高めることができる。また，互いに出し合ったいくつかの解決策の中か

ら， 最も合理的な理由にもとづく最適な解決策を判断することが判断力を高めることにも

つながると考えられる。

(4)まとめの復習を行う

最後に，班または，クラス全体での議論を踏まえて，生徒一人ひとりが分かったこと，

さらに調べてみたいと思ったことなどをまとめる。また，最初に習得した知識の理解度を

チェックすることも重要であろう。このような復習作業を行うことで，知識の定着を図る

と同時に，各生徒が自らの知識の深まりを石伝志することが可能となる。

以上の四つの段階を図 1に示したように，課題解決型学習を軸として組み合わせること

で，知識の習得から定着へと向かう流れと思考力 ・判断力 ・表現力の向上とを同時に成し

遂げることが可能となる。また， こうした授業展開を基礎とする憲法学習理論であれば，

生徒に身近な憲法問題を課題テーマとして設定し得る限りにおいて，毎時間，継続的に思

考型の授業を行うことができる。したがって，この憲法学習理論は従来型の憲法学習と法

教育による「憲法の意義」の学習とが抱えていた課題をともに解消し得るものである。

4. 2新しい憲法学習酷命にもとづく学習プログラム

ここでは，先述した新しい憲法学習理論にもとづいて，継続性と連続性とを備えた憲法

学習のフ。ログラムを作成する。なお，ここで作成するプログラムは東京書籍発行の教科書

『新編新しい社会公民』をもとに，憲法と密接にかかわる単元について課題解決学習

のテーマを設定し，配当時間(5)を考慮したうえで再構成したものである(表1・表2)。

(5) ここでは，総授業日報噺と耕ヰ書の構成から各単元に割り当てられると推定される授業時間数を配当時間とする。
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表1 新しい憲法学習プログラム(1)

教科書つ章・節 主 題 名 課題解決学習のテー"7(配当時間)

1個人と 勃矢と社会生活 未来の家庭シミュレーショ ン (1)

社会生活 わたしたちと社会生活 マンションの/いールができるまで(1)

人権を考えよう ちがし、のちがしてi:@(2) 

第 2人権と 人権の歴史 (憲法の歴史に関する知識習得型の学習)(1)

2 

章
日本国 日本国憲法の基本原理

国民卦をを細寺するために，なすべきこと とは? (1) 

人
憲法 基柏句人権と個人の尊重

間 日本の平和主義 被爆国日本はどのように世界の平和に貢献すべきか?(1) 
の

尊 ともに生きるq渇 差別をどう考えるかワ自分たちに何ができるか? (1) 

厳
自由に生きるために 住み慣れた土地が道路建設予定地になったらつ(1)

と

日 豊かに生きる 生活{霜隻受給者はクーラーを設置してはいけないの?(1)
本 3人権と

国 人権樹環を確かなものに 大音量の選挙カーなどの絵を見て公共の福祉を考える(1)

憲 共生社会

f去
役会の発展と新しし、人権 5つのイラストから人権侵害の場面を考える(1)

国際祉会と人権 (人権の国附切尉1章に関する知識習得型の学習) (1) 

ボランティアにチャレンジ(*) 特別活動の時間に行うボランティアを計画する(1)

人々の意見を政治に生かす 地蛾の広報誌から地方自i副本の活動を考える (1)

民主主義とは みんなで決めてよいこと，いけないこと(1)
1現代の

選挙の仕組みと課題 選挙ゲーム(クラス内での選挙シミュレーション) (1) 
民主政治

政?合参加と世論 1];世間E罪をより厳しく罰するべき?ディベー ト)(1)

政党と政治 (地域墾出の国会議員と所属政党に関する調べ学習)(1)

第
議会民主主義と国会

章
(国会の組織と機能に関する知5賠得型の学習) (1) 

国会のはたらき

現
行政と内閣 水質調査，病院での看護，学校での教育などのイラスト

{1(; 2国の
σコ 現代の行政 から，閥系する省庁が果たす役割キ機能を考える(1)

民 政治の

主 f去を守る裁判所

政
“三組み (裁判所。:出 Eみや穏類に関する嬬鵠ヨ得型の学習)(1)

裁判の種類と人権
、rf.ロ‘ 

と 三権の抑制と均徐近渇 携帯電話の校内持ち込み禁止は合憲?違憲?CI渇 (2)

社

dコhズ 裁判頬港、(*) 裁判の傍聴と裁判所での裁判員制度説明 (2)

わたしたちと地方自治

3主也方の 地方分権と住民参加 (地方自治に関する知識習得型の学習)(1)

政治と 市町村合併と地域づく り

自治 まちづくりを調べる (まちづくりに関する調べ学習q迂溜1) (3) 

わたしたちと日本の政治 よりよい政治を実現するために何ができるか? (1) 

(*)は，筆者1i"設けた独自の単元
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表2 新しい憲法学習プログラム (2)

新ヰ書の章・節 主題 名 課題解決学習のテーマ(配当時間)

2市場経済と金融 働く人たちの生活向上 労働条件を交渉してみよう(1)

第4章
政府江仕事と租税 所f射苑の税率 ・税額を考える(1)

わたしたちの

3国民生活と福祉 社会{呆障と国民日の福祉 これからの佐会保障のあり方を考える(1)
暮らしと経済

公害の防止と環境保全 環境のために私たちにできることとは? (1) 

第5章 主権国家と国際社会 国家の主権を尊重するためのノレザレとはワ (1)
2国際社会と

地球担会と
世界平和 世界の平和のために 世界平和のために私たちができることとは?(1) 

わたしたち

表 1及び表2で示したブ。ログラムにもとづいて，中学校社会科公民的分野での憲法学習

全体を，知識習得型と思考型とをバランスよく配した課題解決型学習として実践すること

で，憲法の意義をより深く理解するとともに，憲法に関する知識のより確実な定着という

理想に近づくことができると考える。

5 授業実践の分析と憲法学習プログラムへのフィードJ心:ノク

新しい憲法学習プログラムの実践的有効性について検証を行うため，筆者(阿部)は，

表 1で、提案した課題テーマ 「携帯電話の校内持ち込み禁止は合憲?違憲?①②」について

授業案を作成し，長野市内の中学校三年生のクラスで外部講師として，実際に授業を実践

した。以下では，このときの授業記録にもとづく分析結果を学習フ。ログラムにフィードパ

ックさせることで¥「新しい憲法学習jのさらなる刷新を試みる。

5. 1授業実践とその分析

授業の対象となる生徒は，基本的人権については既に学習済みで，裁判所の違憲審査制

については授業で簡単に触れる程度の学習をした，中学三年生の男女 31名である。授業

は，平成21年7月 17日の 2時間目及び3時間目の連続した 2時間で行われた。

授業では，以下の設問項目を記した学習プリントと携帯電話に関する四つの新聞記事ω

を配布し，それぞれの設問項目について下記の手順に従い，授業を展開した。

1. 資料 1 ~4の新聞記事を読み，小中学校で， 携帯電話の校内持ち込みを原員牒止にすることに対し，

賛成か反対か自分の意見と，そう考える理由を書きなさしL

設問 1については， 生徒がそれぞ、れ考えた意見とその理由について発表を行った。

(ω 資料として配布した新聞記事の見出しは，資料1r携帯持込小中は原則禁止(文科省通知)J(読売菊澗 鉛09

年 1月31日)，資料2r携帯組上困る親J(読競澗却09年 1月31日)，資料:3r携帯判、6の 17%所 持 県

教委調 査 高3は96%J(読売新聞 2∞8年 12月26日)，資料4 ri~揃たぬ中傷 ・ いじめ犯罪被害きっかけに
もJ(読売菊間 2∞8年 12月5日)で‘あった。
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2. r携帯の校内持込禁止」の/いールlこ対して，他の中学校の学生から次のような意見が出されたとします。

これらの意見の十郎処となる憲法の条文を，教科書pp.174~177 r第三章 国民の権利及ひ普続完Jの中

から見つけなさい。

(1)Aさんの意見・大人は携帯電話を会社へ持ってし、くことが出来るのに，小中学生た、け持ってし、っちゃ

だめだなんて，差別だ!

《根拠となる条文は?(伊iJ:0条 [ooooJ ))) (( Aさんの意見は正しいかなワ 》

(2) Bさんの意見携帯電話は，親方可動いて買ってくれた私の財産なんだから，学校に持ってくるか

こないかは私の自由でしょ。

《根拠となる条文は?)) (( Bさんの意見は正しいかな? )) 

(3) Cさんの意見 しりでもどこでも，友達とメールや雷百をしてし、加、んだよ。自分の意見を自由に

表現するのは，権利じゃなし、の?

《根拠となる条文は?)) (( Cさんの意見は正しし、かな? )) 

設問2については，生徒が各班に分かれて， (1)から (3)までの主張について意見を

まとめ，発表した。各班は， A， B， C，それぞれの意見の根拠となる条文を探したうえ

で，この三人の意見が正しいか否かを考え判断し，それぞれ理由を付して発表を行ったコ

3. (1) ~(3) をふまえて，小中学校で携帯電話の校内持ち込みを原則禁止とするルールが合憲か遺議か

考え，自分の意見を書きなさしも

設問3については，それぞ、れの班が行った発表を踏まえて， r小中学校で、携帯電話の校内

持ち込みを原則禁止とするルール(以下，持ち込み禁止ルールと略記)Jの合憲性について，

生徒自身が最終的な判断を行い，発表した。

この授業では，設問 1の段階で「持ち込み禁止ルーノレ」に反対する意見も多数出されて

いたが，設問2ではA，B， C，それぞれの主張に賛成する意見はほとんどなく，設問3

の段階では，持ち込み禁止ルールを違憲と判断した生徒はし、なかったO このことは A，

B， Cの各意見を検討する過程で法の下の平等J(14条)， r財産権J(29条)， r表現の

自由J(21条)といった人権が，教育を受ける権利などの他の人権や，他の人々の権利・

利益と衝突する場合には一定の制約を受けるとし、う人権の社会性や権利・利益の比較慎重

という考え方に生徒たちが気付いたことを示しており，目黒彊解決を行う過程で法的に思考

し判断する能力が向上したことを裏付けるものである。

また授業で、わかったこと・考えたこと」を記載する欄には日常的なことにも憲法

が深く関わっていて，とてもびっくりした」などの意見が多く書かれており，携帯電話と

いう身近な題材を使用したことで，憲法が身近なものであるとし寸認識を生徒に持たせる

ことができたと考えられる。さらに今回の課題解決型学習では，基本的人権，公共の福祉，
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違憲審査制などの知識を活用して議論や発表が行われたため，既に学習した知識の定着と

いう点でも明らかな効果が示された(7)。

5.2憲法学習プログラムへのフィードバック

今回の授業実践ではまた，この学習フ。ログラムが抱えるいくつかの課題を明らかにする

ことができた。第一の課題は，授業後の生徒の感想、の中で「考える時間が少なかった」と

いう意見が見受けられたことからも分かるように，生徒が自分の考えをまとめる時間や班

での議論の時間を十分に取ることがで、きなかったとし、う問題である。そして第二の課題は，

設問2での生徒たちの解答に関するものである。この設問では， A， B， Cの意見が正し

くないと考える理由を日公共の福祉に反するため」とだけ記している生徒が 2""'3名見受

けられた。この設問への解答としては，これでも一応の正解であり， ["公共の福祉」とし、う

用語が身についていることも評価できる。しかし，この授業で、生徒に最も考えさせたかっ

たのは，その行為がなぜ公共の福祉に反するのか，どのように他人の人権を侵害している

のかという，より具体的な問題で、あったo ["公共の福祉に反するためJとしづ理由は，一見

すると的確だが，実は知識を完全に自分のものとするには至っていないレベルの解答で、あ

り，生徒たちへのさらなる指導や働き掛けを行う必要があったと考えられる。

これらの課題を憲法学習フOログラムへとフィード、パックさせることで，実践後の省察を

通じた理論の修正を行うことがここでは重要である。今回の授業実践が新たな憲法学習の

理論にもとづいて行われたものであることを考えれば，理論→実践→理論→・・・とし、う

かたちで無限に続く往還的なフィード、パックを繰り返すことで軌道修正を行い，学習理論

としても授業実践としてもその精度を高めて行かなければならない。

そこで、第一の課題について検討すると，生徒が考えるための時間を十分に取れなかった

原因は，授業内容の盛り込み過ぎにあったと考えられる。法の下の平等，財産権，表現の

自由という三つの観点を設けたため，各観点について十分に考える時間を取ることができ

なかったので、ある。確かに，生徒が事前に習得した知識については，可能な限り課題解決

の中で言及したいとし寸欲求は，知識の習得を重視する教師にとって当然のもので、あるO

しかし，折角確保した思考型の学習時間に知識の詰め込みをしてしまっては無意味で、あり，

生徒が余裕を持って思考するための時間を十分に確保すべきで、あるO したがって，新しい

憲法学習プログラムでは課題解決のための思考時間を極めて大胆に設定する必要がある。

第二の課題は公共の福祉」のような抽象的な言葉を駆使するのではなく，実際にどの

ような権利・利益の衝突が見られるのか，としづ具体的な次元，日常的な次元での理解を

重視しなければならないというものである。習得した知識を一段掘り下げて理解すること

なく，表面的な理解にのみ終始してしまうのであれば，それは従来の知識習得型から抜け

切れていない課題解決型学習である。「公共の福祉Jとし、う便利な言葉を覚えても，記述式

問題には対応できない。それゆえ，新しし、憲法学習のプログラムでは従来よりも一段深い

(竹人権についての知識を問うアンケー卜調査を授業の前後で行った結果， 31名中 20名の生徒について知識の増加

ないしは知識についての瑚干の深化が見られた3
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次元に思考の水準を設定しなければならないのであり，抑市にはそうした思考を導くため

の課題設定，発問，指導等を行うことのできる高い力量が求められることになる。

6. おわりに

本稿では，これまで、の知識習得型の憲法学習と法教育に見られる思考型の憲法学習とを

相補的に組み合わせた理論を構築し，これにもとづく授業プログラムを提示した。しかし

この授業プログラムについて，本研究では授業実践を通じた検証のみを行うにとどまり，

理論的な次元での検証まで行うには至らなかった。特に，思考型学習の連続性宅悩鋼生に

重点、を置いた本研究では，思考力や判断力の段階的な発展とし、う視角からプログラム全体

を再検討し，各授業聞の関連性に留意した授業配置や学習テーマの効果的な設定等による

ブρログラムの体系化・精撒化を進めて行く必要がある。段階的発展としづ新たなベクトル

を導入することで，思考型学習は単に往還的な繰り返しとしての授業実践から，思考力の

質的な向上を目指すスノミイラル状の授業実践として開講成されるであろう。また，効果的

な授業配置により，家庭学習に委ねられていた知識習得の場面を授業時間内に移行させる

ことも考えられる。これらは，本研究の次なる課題として追究されなければならない。
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